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衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
国
会
議
員
等
に
対
す
る
金
融
取
引
の
監
視
強
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
第
三
次
対
日
相
互
審
査
」
の
評
価
等
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
に

は
、
取
引
時
の
確
認
事
項
の
追
加
等
を
内
容
と
し
た
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
を
第
百
七
十
七
回
国
会
に
提
出
し
た
。
同
法
律
案
は
同
月
二
十
七
日
に
成
立
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
に
全
面
施

行
さ
れ
た
。 

 
 

ま
た
、
平
成
二
十
六
年
十
月
十
日
に
は
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二

号
。
以
下
「
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
取
引
時
確
認
等
を
的
確
に
行
う
た
め
の
措

置
に
係
る
努
力
義
務
の
拡
充
等
を
内
容
と
し
た
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

を
第
百
八
十
七
回
国
会
に
提
出
し
た
。
同
法
律
案
は
同
年
十
一
月
十
九
日
に
成
立
し
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
に
全
面
施

行
さ
れ
た
。 

 
 

さ
ら
に
、
平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日
に
は
、
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
「
犯
罪
に
よ

る
収
益
の
移
転
防
止
の
た
め
に
厳
格
な
顧
客
管
理
を
行
う
必
要
性
が
特
に
高
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し
て
政
令
で
定
め
る



 

２ 

 

も
の
」
と
し
て
、
「
外
国
の
元
首
及
び
外
国
の
政
府
、
中
央
銀
行
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
機
関
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を

占
め
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
」
等
と
の
間
で
行
う
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
取
引
を
追
加
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
し
た
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
を
制
定
し
た
。
同
令
は
平
成

二
十
八
年
十
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。 

 
 

最
後
に
、
御
指
摘
の
「
国
内
の
Ｐ
Ｅ
Ｐ
ｓ
」
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
や
「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及

び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
三
十
年
二
月
六
日
金
融
庁
公
表
）
等
に
お
い
て
明
示
的
な
定
め

は
な
い
と
こ
ろ
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
各
金
融
機
関
等
に
対
し
て
、
「
全
て
の
顧
客
に
つ
い
て
顧
客
リ
ス
ク
評

価
を
行
う
と
と
も
に
、
講
ず
べ
き
低
減
措
置
を
顧
客
リ
ス
ク
評
価
に
応
じ
て
判
断
す
る
こ
と
」
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。 


